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後
期
高
齢
者
医
療
保
険

町住民生活課　TEL096-234-1113（内線105）　!klg204@town.kosa.lg.jp

■
平
成
27
年
度
の
保
険
料
率
は
平
成

　
26
年
度
と
同
一
に
な
り
ま
す

　
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
は
２
年
ご

と
に
見
直
さ
れ
、
平
成
27
年
度
の
保
険

料
率
は
同
26
年
度
と
同
一
で
す
。

●
平
成
27
年
度
の
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

　
料
率

▼
均
等
割
額　

年
額
４
７，

９
０
０
円

▼
所
得
割
率
　
９
・
26
㌫

　
１
人
当
た
り
の
年
間
保
険
料
額
は
、

「
均
等
割
額
＋
所
得
割
額
（
基
礎
控
除

後
の
総
所
得
金
額
×
９
・
26
㌫
）」
で
、

上
限
額
は
57
万
円
で
す
。

※
算
定
方
法
は
、
県
内
市
町
村
で
全
て

　
同
じ
で
す
。

■
保
険
料
軽
減
対
象
者
が
拡
大
し
ま
す

　
平
成
27
年
度
の
保
険
料
軽
減
対
象
者

は
次
の
と
お
り
で
す
。
こ
の
う
ち
、
均

等
割
額
の
５
割
軽
減
と
２
割
軽
減
の
対

象
者
が
拡
大
さ
れ
ま
し
た
。

● 

均
等
割
額
の
軽
減
（
被
保
険
者
と
世
帯

主
の
総
所
得
金
額
で
計
算
）

▼
９
割
軽
減

　
基
礎
控
除
（
33
万
円
）
を
超
え
な
い

世
帯
で
、
被
保
険
者
全
員
が
年
金
収
入

80
万
円
以
下
（
そ
の
ほ
か
の
各
種
所
得

が
な
い
場
合
）

▼
８
・
５
割
軽
減

　
基
礎
控
除
（
33
万
円
）
を
超
え
な
い

世
帯

▼
５
割
軽
減

　
基
礎
控
除
（
33
万
円
）
＋
「
26
万
円

×
世
帯
の
被
保
険
者
数
」
を
超
え
な
い

世
帯
（
対
象
者
拡
大
）

▼
２
割
軽
減

　
基
礎
控
除
（
33
万
円
）
＋

｢

47
万

円
×
世
帯
の
被
保
険
者
数｣

を
超
え
な

い
世
帯
（
対
象
者
拡
大
）

● 

所
得
割
額
の
軽
減
（
被
保
険
者
の
総
所

得
金
額
で
計
算
）

▼
５
割
軽
減

　
被
保
険
者
の
総
所
得
金
額
な
ど
が

「
基
礎
控
除
（
33
万
円
）
＋
58
万
円
」

を
超
え
な
い
人

※ 

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
の
資
格
を
得

た
日
の
前
日
ま
で
被
用
者
保
険
加
入

者
に
扶
養
さ
れ
て
い
た
人
は
、
均
等

割
額
が
９
割
軽
減
さ
れ
、
所
得
割
額

は
掛
か
り
ま
せ
ん
。

平成27年度後期高齢者
医療保険のお知らせ

詳しくは町住民生活課におたずねください

■
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
仮
徴
収

　
額
決
定
通
知
書
を
送
付
し
ま
し
た

　
今
月
か
ら
、
平
成
27
年
度
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
料
の
仮
徴
収
が
始
ま
り
ま
す
。

　
仮
徴
収
の
対
象
に
な
る
人
に
は
、

「
後
期
高
齢
者
医
療
仮
徴
収
保
険
料
額

決
定
通
知
書
」
を
送
付
し
ま
し
た
。
仮

徴
収
保
険
料
額
な
ど
が
記
載
さ
れ
て
い

ま
す
の
で
、
必
ず
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
仮
徴
収
と
し
て
、
４
月
・
６
月
・
８

月
分
が
特
別
徴
収
（
年
金
か
ら
の
差
引

き
）
に
な
る
人
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

◯ 

平
成
26
年
度
の
保
険
料
が
年
金
支
給

月
か
ら
の
特
別
徴
収
だ
っ
た
人
で
、

平
成
27
年
２
月
に
支
給
さ
れ
た
年
金

か
ら
特
別
徴
収
さ
れ
た
人

◯ 

平
成
26
年
度
の
４
月
か
ら
９
月
に
資

格
を
取
得
し
、
平
成
26
年
度
の
保
険

料
が
普
通
徴
収
だ
っ
た
人

※ 

仮
徴
収
と
な
る
人
の
保
険
料
は
、
平

成
27
年
度
所
得
が
確
定
し
た
後
の
７

月
に
本
算
定
が
行
わ
れ
て
保
険
料
額

が
決
定
す
る
た
め
、
７
月
に
「
後
期

高
齢
者
医
療
保
険
料
額
決
定
通
知

書
」
を
送
付
し
ま
す
。

■
健
康
診
査
を
受
診
し
ま
し
ょ
う

　
町
で
は
、
被
保
険
者
の
皆
さ
ん
を
対

象
に
健
康
診
査
を
実
施
し
ま
す
。

　
健
診
を
受
診
す
る
こ
と
は
、
疾
病
の

早
期
発
見
・
早
期
治
療
に
つ
な
が
り
ま

す
。
忘
れ
ず
に
受
診
し
て
、
自
分
の
体

と
健
康
の
状
態
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

　
詳
し
い
日
程
な
ど
に
つ
い
て
は
、
町

住
民
生
活
課
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

● 

健
診
で
受
け
ら
れ
る
検
査
項
目

　
問
診
・
身
体
測
定
・
血
圧
・
血
中
脂

質
検
査
・
肝
機
能
検
査
・
血
糖
検
査
・

尿
検
査
・
貧
血
検
査
・
心
電
図
検
査
な
ど

● 

自
己
負
担
額

　
８
０
０
円

※ 

が
ん
検
診
・
結
核
検
査
を
併
せ
て
受

診
す
る
場
合
は
、
別
途
自
己
負
担
が

必
要
で
す
。

■
平
成
27
年
度
あ
ん
ま
・
は
り
・
　

　
き
ゅ
う
治
療
券
の
利
用
に
つ
い
て

　
後
期
高
齢
者
医
療
で
は
、
あ
ん
ま
・

は
り
・
き
ゅ
う
の
治
療
を
受
け
る
場
合

に
、
平
成
28
年
３
月
31
日
（
木
）
ま
で

使
用
で
き
る
治
療
券(

１
人
当
た
り
１
，

０
０
０
円
の
５
枚)

を
利
用
で
き
ま
す
。

　
治
療
券
は
、
町
と
協
定
を
結
ん
で
い

る
施
術
院
で
使
用
で
き
ま
す
。
必
要
な

人
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

と
印
か
ん
を
お
持
ち
の
上
、
町
住
民
生

活
課
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
期
間

　
４
月
１
日
（
水
）
〜
平
成
28
年
３
月

31
日
（
木
）

対象となる人には「後期高齢者医療仮徴収保険料額決定通知書」を送付しましたので、記載事項を必ずご確認ください。



町からのお知らせ　【4月】
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男
女
共
同
参
画

町総務課　TEL096‒234‒1140（内線223）　!klg202@town.kosa.lg.jp

■
「
イ
ク
メ
ン
」
な
ど
の
皆
さ
ん
を

　
ご
紹
介

　
共
働
き
家
庭
な
ど
の
増
加
で
、
家
事

や
子
育
て
に
積
極
的
に
参
加
す
る
男
性

が
増
え
て
い
ま
す
。

　
町
民
の
皆
さ
ん
に
男
女
共
同
参
画
に

つ
い
て
考
え
て
い
た
だ
く
た
め
に
、「
家

事
男
（
カ
ジ
ダ
ン
）」、「
育
爺
（
イ
ク

ジ
イ
）」、「
イ
ク
メ
ン
」
の
皆
さ
ん
を

ご
紹
介
し
ま
す
。

■
子
ど
も
と
触
れ
合
う
時
間
を
大
切

　
に
過
ご
し
た
い

　
結
婚
６
年
目
、
４
歳
と
２
歳
の
女
の

子
２
人
の
父
親
で
す
。
我
が
家
は
夫
婦

共
働
き
の
家
庭
で
す
。

　
ほ
と
ん
ど
の
こ
と
が
妻
に
任
せ
っ
き

り
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
帰
っ
て
か
ら

の
お
風
呂
と
寝
か
し
つ
け
る
役
目
は
、

唯
一
子
ど
も
と
向
き
合
え
る
時
間
だ
と

思
っ
て
大
事
に
し
て
い
ま
す
。
お
互
い

働
い
て
い
る
の
で
、
子
ど
も
と
の
時
間

も
大
切
に
し
な
が
ら
妻
と
の
時
間
も
大

切
に
し
た
い
た
め
、
夫
婦
で
子
育
て
を

や
っ
て
い
け
た
ら
と
思
っ
て
い
ま
す
。

な
か
な
か
子
ど
も
と
の
時
間
を
作
る
こ

と
が
出
来
て
い
な
い
と
思
う
の
で
、
休

み
の
日
は
で
き
る
だ
け
子
ど
も
と
遊
ん

で
あ
げ
る
こ
と
を
心
が
け
て
い
ま
す
。

　
１
人
目
の
子
が
産
ま
れ
て
か
ら
、
妻

は
仕
事
を
辞
め
て
い
ま
し
た
が
、
昨
年

か
ら
ま
た
働
き
だ
し
ま
し
た
。
休
日
出

勤
の
場
合
も
あ
る
た
め
、
私
が
１
人
で

子
供
の
面
倒
を
見
る
こ
と
も
増
え
、
妻

の
偉
大
さ
を
身
に
し
み
て
感
じ
て
い
る

こ
の
頃
で
す
。

　
お
互
い
に
助
け
合
い
、
家
庭
円
満
で

い
ら
れ
る
よ
う
に
お
互
い
を
尊
重
し
な

が
ら
子
育
て
を
し
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。（
Ｔ
・
Ｏ
）

■
家
事
や
子
育
て
に
奮
闘
す
る
様
子

　
を
ご
紹
介
さ
せ
て
く
だ
さ
い

　
男
性
の
皆
さ
ん
方
が
日
ご
ろ
の
家
事

や
子
育
て
に
奮
闘
さ
れ
て
い
る
様
子
を

ぜ
ひ
ご
紹
介
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。

※ 

応
募
す
る
際
は
、
写
真
お
よ
び
子
育

て
に
つ
い
て
の
意
見
な
ど
を
町
総
務

課
ま
で
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

家事や子育てに奮闘する
男 性 を ご 紹 介 ⑪

子 ど も た ち と 妻 と の 時 間 を 大 切 に

国
民
健
康
保
険

町住民生活課　TEL096‒234‒1113( 内線106) !klg204@town.kosa.lg.jp

■
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
の

　
交
換
は
お
済
み
で
す
か

　
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
人

で
、
ま
だ
平
成
27
年
度
の
被
保
険
者
証

（
薄
い
青
色
）
に
交
換
し
て
い
な
い
人

は
、
古
い
被
保
険
者
証
（
薄
い
桃
色
）

を
お
持
ち
に
な
り
、
町
住
民
生
活
課
で

交
換
し
て
く
だ
さ
い
。

　
世
帯
に
国
保
加
入
者
が
複
数
い
る
場

合
は
、
加
入
者
全
員
の
被
保
険
者
証
を

お
持
ち
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
や
む
を
得

な
い
理
由
で
別
世
帯
の
代
理
人
に
切
り

替
え
を
依
頼
す
る
場
合
は
、
委
任
状
が

必
要
で
す
。

■
就
職
な
ど
で
資
格
の
異
動
が
あ

　
る
と
き
は
、
届
け
出
を
忘
れ
ず
に

  

●
就
職
し
た
と
き
は

　
就
職
で
ほ
か
の
健
康
保
険
に
加
入
し

た
と
き
や
、
健
康
保
険
の
被
扶
養
者
に

認
定
さ
れ
た
と
き
は
、
国
保
の
資
格
喪

失
の
届
け
出
が
必
要
で
す
。

  

●
退
職
し
た
と
き
は

　
退
職
し
て
健
康
保
険
の
資
格
を
喪
失

し
た
と
き
や
、
健
康
保
険
の
任
意
継
続

を
喪
失
し
た
と
き
、
健
康
保
険
の
被
扶

養
者
か
ら
外
れ
た
と
き
は
、
国
保
の
資

格
取
得
の
届
け
出
が
必
要
で
す
。

　
手
続
き
な
ど
の
詳
し
い
こ
と
は
町
住

民
生
活
課
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
４
月
か
ら
「
子
ど
も
医
療
費

　
助
成
」
手
続
き
は
福
祉
課
へ

　
今
ま
で
住
民
生
活
課
で
行
な
っ
て
い

た
子
ど
も
医
療
費
に
関
す
る
手
続
き
の

窓
口
が
、
４
月
か
ら
福
祉
課
に
変
わ
り

ま
し
た
。

　
子
ど
も
医
療
費
助
成
に
関
す
る
手
続

き
は
、
福
祉
課
に
お
願
い
し
ま
す
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

・
国
民
健
康
保
険
に
つ
い
て

　
町
住
民
生
活
課

　
TEL
０
９
６
‐
２
３
４
‐
１
１
１
３

　（
内
線
１
０
６
）

　
!k

lg
2
0
4
@
to
w
n
.k
o
sa.lg

.jp

・
子
ど
も
医
療
費
助
成
に
つ
い
て

　
町
福
祉
課

　
TEL
０
９
６
‐
２
３
４
‐
１
１
１
４

　（
内
線
１
４
４
）

町住民生活課で交換または手続きをしてください

国民健康保険被保険者
証の交換はお早めに

　
!k

lg
2
0
5
@
to
w
n
.k
o
sa.lg

.jp


